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木津川市における太陽光発電設備に関する条例施行規則第４条第２項第５号に

規定する別表に定める図書を作成するにあたっての明示すべき事項等について

図書の種類 明示すべき事項等

１

事業者（法人の場合は履歴

事項全部証明書、個人の場

合は住民票抄本）及び設計

者を証明する書類

事業者及び設計者を証明するために必要な書類を添付するこ

と。

添付資料

（１）法人の場合は、履歴事項全部証明書を、個人の場合は、

住民票抄本を添付すること。

（２）設計者を証明する書類は、生年月日、住所、氏名、勤務

先の所在地と名称を記載したものを添付すること。

注意事項

申請日から３か月前までの間に発行された原本を添付する

こと。

２

位置図

（縮尺１／２５００以上）

事業区域を明示した地形図を添付すること。

明示すべき事項

（１）方位、縮尺

（２）事業区域を赤実線で記入

（３）図面名、図番、作成日、作成者

（４）事業区域周辺の用途地域名を記入し、用途地域ごとに着

色

３

現況図

（縮尺１／５００以上）

事業区域の地形及び事業区域に隣接する道路、河川及び水路の

位置等を示す図面を添付すること。

明示すべき事項

（１）方位、縮尺

（２）事業区域を赤実線で記入

（３）図面名、図番、作成日、作成者

（４）既存建築物及び既存擁壁等の工作物の位置及び形状

（５）事業区域に隣接する道路、河川及び水路の位置及び形状

（６）道路の幅員、河川又は水路の幅

（７）２ｍの標高差を示す等高線

※４

現況断面図

事業区域の地形及び事業区域に隣接する道路、河川及び水路の

位置等を示す図面を添付すること。
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（縮尺１／５００以上） 明示すべき事項

（１）方位、縮尺

（２）事業区域を赤実線で記入

（３）図面名、図番、作成日、作成者

（４）既存建築物及び既存擁壁等の工作物の位置及び形状

（５）事業区域に隣接する道路、河川及び水路の位置及び形状

（６）道路の幅員、河川又は水路の幅

（７）２ｍの標高差を示す等高線

５

現況写真

（事業区域及びその周辺の

状況がわかるもの）

事業区域の地形及び事業区域に隣接する道路、河川及び水路を

撮影した写真を添付すること。

明示すべき事項

（１）現況図をコピーしたもの等

（２）事業区域を赤実線で記入

（３）事業区域の全景、各方角からのもの

（４）既存建築物及び既存擁壁等の工作物の状況がわかるもの

（５）事業区域に隣接する道路、河川及び水路の状況がわかる

もの

（６）事業区域の宅盤の状況がわかるもの

（７）撮影年月日を記入

※６

公図、地籍図

（事業区域及びその隣接地

の地番、地積及び所有者の

住所、氏名等（当該土地に建

築物が存する場合は、その

所有者の住所、氏名等を含

む。）を記入すること。また、

里道及び水路についても表

示すること。）

事業区域及びその隣接地について、明示すべき事項を記入した

公図、地籍図を添付すること。

明示すべき事項

（１）事業区域を赤実線で記入

（２）事業区域及びその隣接地の地番、地積及び所有者の住所、

氏名等

（３）事業区域及びその隣接地に建築物が存する場合は、その

所有者の住所、氏名等

（４）里道、水路が存する場合は、地積、所有者名

７

土地利用計画図

（縮尺１／５００以上）

事業区域の形状等、事業区域に隣接する道路、河川及び水路の

位置及び形状等を記載した図面を添付すること。

明示すべき事項

（１）方位、縮尺
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（２）事業区域を赤実線で記入

（３）図面名、図番、作成日、作成者

（４）事業区域に隣接する道路、河川及び水路の位置及び形状

（５）道路の幅員、河川又は水路の幅

（６）太陽光発電設備の位置及び形状

（７）排水施設の位置、形状及び排水方向

（８）法面（がけ（地表面が水平面に対し３０度を超える角度

を成す土地）を含む。）の位置及び形状

（９）擁壁の位置、種類、高さ及び延長

（１０）標識の掲示場所、柵塀等の設置場所

８

求積図

（営農型太陽光発電設備を

設置する場合は、太陽光パ

ネル１枚あたりの投影面積

及び枚数、附属設備等（パワ

ーコンディショナー、変電

設備、排水施設、進入路、引

込柱等）の面積を表示する

こと。）

事業区域の面積を求める図面を添付すること。

明示すべき事項

（１）図面名、図番、作成日、作成者

（２）面積の求積に必要な寸法及び算式

９

公共施設等との土地境界確

認書の写し

事業区域と公共施設等との境界を確認するため土地境界確認

書の写しを添付すること。

添付資料

国、府、市が管理する公共施設等との土地境界確認書の写し

１０

排水計画平面図

（縮尺１／５００以上）

事業区域内の排水について、土地利用計画図に記載した図面を

添付すること。

明示すべき事項

（１）流量計算の検討位置

①事業区域から１次放流先への接続部

②１次放流先の排水施設

（２）１次放流先の排水施設その他の排水施設の位置、種類、

材料、形状、内のり寸法及び勾配

１１ １次放流先の排水施設から１級河川木津川までの排水経路を
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１級河川木津川までの排水

経路

（浸透施設及び自然浸透等

の場合は不要）

記載した地形図を添付すること。

明示すべき事項

（１）方位、縮尺

（２）事業区域を赤実線で記入

（３）図面名、図番、作成日、作成者

（４）排水経路を名称とともに１級河川木津川まで青実線で記

入

（５）排水方向

１２

流量計算書

（浸透施設及び自然浸透等

の場合は不要）

事業区域内及び１次放流先の排水施設において、事業区域内の

雨水を適切に排出できる能力が確保できることを確認するた

め流量計算書を添付すること。

明示すべき事項

（１）事業区域内及び１次放流先について、発生する雨水の計

画流出量（Ｑ）を合理式により、計画流下量（Ｑ’）をマ

ニング式により算定し、計画流出量（Ｑ）≦計画流下量

（Ｑ’）となることがわかる算定過程

（２）合理式及びマニング式は１１ページ「別表に定める図書

１１ 流量計算書における算定式について」を参照

１３

排水施設構造図

（浸透施設及び自然浸透等

の場合は不要）

事業区域内に設置する排水施設の構造図を添付すること。

明示すべき事項

（１）縮尺

（２）図面名、図番、作成日、作成者

（３）事業区域内の排水施設の構造

１４

浸透施設構造図又は自然浸

透の構造図

事業区域内に設置する浸透施設構造図又は自然浸透の構造図

を添付すること。

明示すべき事項

（１）縮尺

（２）図面名、図番、作成日、作成者

（３）事業区域内の浸透施設又は自然浸透の構造

※１５

沈殿槽構造図

事業区域外への土砂の流出を防止するための泥溜めや沈砂池

等の沈殿槽構造図を添付すること。

明示すべき事項

（１）縮尺
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（２）図面名、図番、作成日、作成者

（３）姿図

（４）断面図

（５）容量算定図

（６）構造図

１６

放流先構造図・縦断図

（浸透施設及び自然浸透等

の場合は不要）

事業区域外における１次放流先の河川又は水路の構造図・縦断

図を添付すること。

明示すべき事項

（１）縮尺

（２）図面名、図番、作成日、作成者

（３）１次放流先の排水施設（道路側溝や放流先の河川又は水

路）の構造、縦断図

※１７

土地造成計画・平面図及び

断面図

（縮尺１／５００以上）

事業区域内の土地造成に係るものついて、土地利用計画図に記

載した図面を添付すること。

明示すべき事項

【平面図】

切土又は盛土をする土地の部分（切土は黄色に、盛土は緑色

に着色）

【断面図】

（１）縮尺

（２）切土又は盛土をする前後の地盤高（切土は黄色に、盛土

は緑色に着色）

（３）法面（がけを含む。）又は擁壁の位置

１８

建築物設計図

（平面図・立面図・断面図、

縮尺１／１００以上）

事業区域内に設置する建築物の設計図を添付すること。

明示すべき事項

（１）方位、縮尺

（２）図面名、図番、作成日、作成者

（３）太陽光発電設備に附属する建築設備（パワーコンディシ

ョナー、接続箱、変電設備等）の形状、寸法、材料の種

別、仕上げ方法及び色彩

１９

工作物設計図

（平面図・立面図・断面図、

事業区域内に設置する工作物（太陽光発電設備、擁壁等）の設

計図を添付すること。

明示すべき事項
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縮尺１／１００以上） （１）方位、縮尺

（２）図面名、図番、作成日、作成者

【太陽光発電設備】

太陽光発電設備の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び

色彩

【擁壁】

（１）擁壁の寸法、勾配、材料の種別及び寸法

（２）裏込めコンクリートの寸法

（３）透水層の位置及び寸法

（４）水抜穴の位置、材料及び内のり寸法

（５）擁壁を設置する前後の地盤面

（６）基礎地盤の土質

（７）基礎ぐいの位置、材料及び寸法

２０

施設及び構造物の安定計算

書

太陽光発電設備、擁壁の安定計算書、構造計算書を添付するこ

と。

明示すべき事項

（１）図面名、図番、作成日、作成者

（２）太陽光発電設備を支持する架台の概要、構造計画、応力

算定及び断面算定

（３）擁壁の安定計算書、構造計算書

※２１

工事施工方法書

工事施工方法書を添付すること。

明示すべき事項

（１）工種ごとの工程表

（２）工種ごとの施工要領書

２２

防災施設の構造図

防災施設の構造図を添付すること。

防災施設とは、沈殿槽（泥溜めや沈砂池等）、調整池、重要開発

調整池のことをいう。

明示すべき事項

（１）縮尺

（２）図面名、図番、作成日、作成者

【沈殿槽】（１５ 沈殿槽構造図と同じ内容）

（１）姿図

（２）断面図
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（３）容量算定図

（４）構造図

【調整池】

（１）姿図

（２）断面図

（３）容量算定図

（４）構造図

（５）流入口及び放流口の構造

【重要開発調整池】

災害からの安全な京都づくり条例に基づく届出書に添付し

た図面を提出すること。

※２３

景観予想図

事業施行後の景観予想図を添付すること。

明示すべき事項

（１）方位、縮尺

（２）事業区域を赤実線で記入

（３）図面名、図番、作成日、作成者

（４）パース図、フォトモンタージュ等

２４

反射光影響予測図

事業施行後の太陽光発電設備からの反射光による影響予測範

囲を示す図面を添付すること。

明示すべき事項

（１）方位、縮尺

（２）事業区域を赤実線で記入

（３）図面名、図番、作成日、作成者

（４）反射光による影響予測範囲図

※２５

想定発電出力算出計算書

想定発電出力算出計算書を添付すること。

明示すべき事項

（１）計算書

（２）再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置

法（以下「改正再エネ特措法」という。）の対象となる太

陽光パネルは、「ＪＰ－ＡＣ太陽光パネル型式登録リス

ト」に登録されているものから選択することとなるた

め、対象となる型式がわかるもの

（３）発電設備の仕様書等に記載される定格出力からパワーコ
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ンディショナー等の設備やシステムで発電設備の出力

を制御する場合は、制御の方法を証する書類（パワーコ

ンディショナーの仕様書、その他制御機器等の仕様が分

かる書類）

２６

事業土地の権利者の同意書

事業区域内に権利を有する者の施行同意書を添付すること。

添付資料

事業区域内に権利を有する者の施行同意書（自署の場合、押

印不要）

２７

近隣関係者への説明会等の

実施計画の概要

近隣関係者への説明会、その他関係者への説明の実施計画の概

要を添付すること。

明示すべき事項

（１）開催日時

（２）開催場所

（３）対象者（自治会名等）

（４）説明資料

２８

関係法令等の許認可等の写

し又は関係法令等手続状況

確認書

事業の施行に必要な関係法令等の手続状況がわかる書類を添

付すること。

添付資料

（１）関係法令等の許認可、同意等の写し

（２）改正再エネ特措法における再生可能エネルギー発電事業

計画認定申請書の添付書類である「関係法令手続状況報

告書」

※２９

事業区域内の土地の登記事

項証明書

事業区域内の全ての土地の登記事項証明書を添付すること。

添付資料

法務局が交付する登記事項証明書を添付すること。

注意事項

申請日から３か月前までの間に発行された原本を添付する

こと。

※３０

太陽光発電設備の維持管理

計画

（当該施設の廃止後におい

て行う措置を含む。）

保守点検及び維持管理計画の策定及び実施体制の構築、事業終

了後の撤去及び処分の実施方法及び計画的な費用の確保につ

いての書類を添付すること。

明示すべき事項

【通常の管理】
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（１）保守点検及び維持管理スケジュール

（２）保守点検及び維持管理の人員配置・体制計画

ア 通常運転時の体制

イ 災害発生時の体制

（３）保守点検及び維持管理の範囲

（４）保守点検及び維持管理の方法

（５）保守点検及び維持管理の安全対策

（６）保守点検及び維持管理の記録方法

【施設が破損した時の管理】

（１）強風や大雨等の自然災害により太陽光発電施設が破損し

た時の修理体制

（２）破損した太陽光モジュールの廃棄やリサイクル方法

【事業終了後において行う措置】

（１）撤去及び廃棄処分の実施方法

（２）撤去及び廃棄処分に係る費用

【撤去後の土地に対する必要措置】

太陽光発電事業が終了し、太陽光発電施設を撤去した後の土

地については、基礎等の撤去により地表面の土が掘り起こさ

れ、土砂が流出しやすい状況となることが想定されることか

ら、整地を行うことや、排水施設、擁壁等の状況について記

載すること。

※３１

排水に係る放流承諾書

（各管理者（河川管理者、市

町村、水利組合、土地改良区

）から、申請位置図、排水計

画平面図及び排水経路図、

沈殿槽構造図及び放流先構

造図・縦断図等を用いて承

諾を得ること。）

排水に係る１次放流先施設管理者の放流承諾書を添付するこ

と。

明示すべき事項

（１）承諾日

（２）管理者名

（３）承諾者氏名

（４）説明資料

※３２

工事実施体制表

工事実施体制表を添付すること。

明示すべき事項

（１）工事の名称
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備考 太陽光発電設備を設置する事業のうち、営農型太陽光発電設備（農地に支柱（簡易な

構造で容易に撤去できるもので必要最小限の面積であるものに限る。）を立て、営農を適切

に継続しながら上部空間に設置する太陽光発電設備等の発電設備をいう。以下同じ。）を設

置する事業については、※印の図書の添付を省略する。ただし、条例第５条の抑制区域に

おいて施行しようとする事業を除く。

（２）全体の工期

（３）発注者の名称

（４）下請業者を含むすべての工事関係者の名称、工事内容、

工期、責任者氏名及び連絡先

３３

緊急対応マニュアル

自然災害、事故、機器の故障等が発生したときに速やかに対応

できるよう、緊急時の連絡網及び事象別の対応等を示したもの

を添付すること。

明示すべき事項

（１）災害発生時の体制図

（２）事業者又は緊急対応者名、住所、連絡先

（３）現場責任者の住所、氏名及び連絡先

（４）周辺住民への連絡方法

３４

暴力団関係者に該当しない

旨の誓約

事業者が暴力団関係者に該当しない旨の誓約書を添付するこ

と。

明示すべき事項

木津川市暴力団排除条例施行規則第６条に規定する別記様式

を使用すること。

３５前各項に掲げるものの

ほか市長が必要と認める書

類

（１）事業区域周辺の太陽光発電設備の設置状況がわかる図面

を添付すること。

（２）個々の案件ごとに必要な書類を添付すること。
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別表に定める図書 １１ 流量計算書における算定式について

計画流出量（Ｑ）の算定（合理式）

Ｑ＝０．２７７８ ×ｆ×ｒ×Ａ×Ｇ （集水面積の単位がｋｍ２の場合）

Ｑ＝１／３６０ ×ｆ×ｒ×Ａ×Ｇ （集水面積の単位がｈａの場合）

Ｑ：計画流出量 ｍ３／ｓｅｃ

ｒ：降雨強度 ２０ｍｍ／１５ｍｉｎ＝８０ｍｍ／ｈ

（ただし、宅地造成等規制法による規制区域はその基準による。）

ｆ：流出係数 表 土地の種類別の流出係数と土地利用の参考から決定

Ａ：集水面積 ｋｍ２又はｈａ

Ｇ：土砂混入率 （１＋０．１） ただし傾斜地のみ

表 土地の種類別の流出係数と土地利用の参考

（出典：重要開発調整池に関する技術的基準同解説 平成２９年７月 京都府建設交

通部河川課）

土地の種類 流出係数 土地利用の参考例

雨水の浸透が

非常に少ない土地
０．９

建物、アスファルトやコンクリートで舗装

された道路・駐車場等（排水性舗装を含

む。）、人工法面（張りコンクリート、防草シ

ート等）、太陽光パネル、調整池や河川等の

水面を有するもの 等

雨水の浸透が

少ない土地
０．８

公園、ゴルフ場、グラウンド、砕石等で舗装

された道路・駐車場等、人工法面（緑化）、

芝地 等

雨水の浸透が

多い土地
０．７ 水田、山地 等

雨水の浸透が

非常に多い土地
０．６ 畑、原野 等
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令和３年３月 ５日策定

令和３年８月１０日改正

令和４年３月３１日改正

令和４年６月２４日改正

令和５年８月２２日改正

計画流下量（Ｑ’）の算定（マニング式）

Ｑ’＝Ｖ×ＷＡ

Ｖ ＝１／ｎ×Ｒ２／３×Ｉ１／２

Ｑ’：雨水の計画流下量 ｍ３／ｓｅｃ

Ｖ ：流速 ｍ／ｓｅｃ

ｎ ：粗度係数

Ｉ ：勾配

Ｒ＝ＷＡ／ＷΡ

Ｒ ：径深 ｍ

ＷＡ：流水の断面積 ｍ２

ＷＰ：流水の潤辺長 ｍ

・円形管渠（満管）の場合

ＷＡ＝π×（Ｄ／２）２

ＷＰ＝π×Ｄ

Ｄ：管の直径 ｍ

・開渠（８割水深）の場合

ＷＡ＝（０．８×Ｈ）×Ｂ

ＷＰ＝２×（０．８×Ｈ）＋Ｂ

Ｈ：開渠の高さ ｍ

Ｂ：断面底辺長 ｍ


